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　改正農地法の施行（H21.12.15）に伴い従来の【標準小作料制度】が廃止されました。新たに農業委員
会が過去1年間で実際に締結された賃貸借契約の賃借料に関するデータにより、賃借料情報を提供するこ
とになりました。
　なお、契約締結時の内容をデータとしているため、その後の当事者間の契約変更等は反映していません。
実際の農地の賃借料と異なる場合がありますので判断材料の一つとしてご活用ください。

※新たに利用権設定を申し込みされる方については無償契約する事をお願いしております。

改正農地法第52条に基づく
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朝日町農業委員会 
 

地 区 名 利用地目

朝日町全域 7,750円 ２ 
使用貸借（無償）による
データ数は123

 

田

【平成23年度賃借料情報】 
備　　　考データ数賃借料（10a当たり）

ストレスを
コントロールしよう！
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　職場や家庭の環境、人間関係など、日常生活の中で、絶えず私たちは様々な刺激を受けていま
す。それによって生じたこころのゆがみを、私たちはストレスとしてとらえます。
　ストレスを抱えた状態が続くと、心身のバランスが崩れ、イライラする、頭痛が現れる、集中
力が低下するというような様々な症状が現れてきます。

・「なくす」「勝つ」から「うまく付き合う」へ
　「ストレスをなくすには」「ストレスに打ち勝つには」といった言葉をよく耳にしますが、
ストレスを完全に取り去ることや、完璧に解消することは、まず不可能といっていいでしょ
う。人間、ストレスがあって当たり前。せめて溜め込まないように工夫して、吐き出したり、
軽くしたりと、付き合っていけばいいのです。

・自分のクセを知る
　人それぞれ、ものごとのとらえ方にはクセがあります。同じ失敗でも、この世の終わりの
ように落ち込んでしまう人もいれば、また頑張ればいいやと思える人もいます。それは、一
種のクセのようなもの。まず、自分のクセに気づいて、考え方を少し改めるだけで、結果は
ずいぶん変わってきます。

・おかしいと感じたら・・・
　体調の異変は「ストレスがたまっているよ」という、疲れたこころからの警告。早い段階
で異常に気づき、早めに対応し、適切な治療を受ければ、軽症のうちに回復することができ
ます。しかしサインに気づかなかったり、無視していると、うつ病をはじめとする本格的な
こころの病気を発症することになります。
　また、自分の判断で間違った対応をすると、かえって症状を悪化させることもあるので、
専門家の判断を仰ぐことが大切です。おかしいと感じたら、とにかく早めに対応をしましょ
う。

朝日町では、平成22年までに
住宅を新築又は新築住宅を購入された方に

奨励金が交付されます！
　朝日町では、近隣市町にない独自の事業として、新築又は新築住宅を購入された方に奨励金が交付さ
れます。是非、この制度をご利用ください。

●対象住宅
　　居住の用に供するために新築住宅及び購入された新築住宅で、一世帯が独立して生活できる構造を
　有するもの
●対象面積
　　居住用として用いられている部分（店舗兼用住宅の場合は、店舗部分は除く）
●奨励条件
　　・本町の住民であること　・居住地に係る町税（料）を滞納していないこと
●奨 励 額
　　住宅に係る固定資産税課税標準額（家屋）に税率を乗じた額の２分の１に相当する額
　　奨励金の交付を受けるには必ず毎年度申請が必要です。
●交付期間
　　平成17年度から平成23年度までの期間中に新たに固定資産税（家屋）が課せられることとなった年
　度から３年間
　　平成23年度に固定資産税（家屋）が新たに課せられた方までが対象です！！

※ 『年度』とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間

例　平成23年度対象者(２年目)
　　平成23年度に新たに住宅の固定資産税（家屋）が課せられる事になった方で２年目の申請される方

申請期限
　平成24年度分の固定資産税を完納後、平成25年3月11日㈪までに、手続きをしてください。

※手続き方法や制度についての問い合わせ先　産業建設課　TEL 377－5658


